
担 当 課

担 当 者

連 絡 先

意見公募のテーマ：

①手段別意見応募件数 （意見件数を記入してください。応募者数は（　）書きしてください。）

　(記入例：１人が提出したものに３つの意見が記載されていた場合には、　３（１）と記載してください。)

郵　　　便 ファックス 電子メール 県民課・県民局へ その他の方法 計

　　　　　　0（　0　） 　　40（　4　）　66（　39　） 　　1（　1　） 　　53（　5　） 　　  160（　49　）

※｢その他の方法｣の例：意見交換会、電話、イベントなど

②応募意見の政策案等への反映状況

対応状況 件　　数

計 160

③意見募集結果概要書を、1部添付してください。

とりネット
（実施担当課）

報道機関への
資料提供

県議会への報告
県民課等での

縦覧等
広報誌等への

掲　　載
その他

○ ○ ○ ○

※｢その他｣の例：審議会報告など

○人権教育の目的を明示するべき。
○「人権教育のための世界計画」に係る記述の追加を。
○ジェンダーに係る問題が複合的に存在することの記述を。

既に盛り込み済み 83

○「教育の目的」と本方針との関係を明確にするべき。
○人権はお互いに尊重し合ってこそのものと教えてください。
○明るくほがらかな子どもたちが育つようお願いします。

　　　　 反映した

(一部のみ反映したものを含む)
27

パブリックコメント実施結果報告書

平成23年12月22日

主　　な　　意　　見

県教育委員会事務局人権教育課

牧田礼次郎

0857(26)7535

「鳥取県人権教育基本方針－第1次改訂－」

対  応  困  難 33

4

○高等学校にも特別支援教育の専門性をもった教員を配置するべき。
○インクルーシブ教育に移行するのが国際的潮流である。
○刑を終えて出所した人へのＧＰＳ監視制度に反対。

○「政治運動・社会運動との関係を明確に区別し、教育の中立性を確保し
ながら取り組む必要があります。」の記載は削除するべき。
○「家庭はすべての教育の出発点…」という表現は不適切である。

今後の検討課題

注：③「意見募集結果の概要」には、意見に対する県の対応方針も記載してください。
　　　参考：H23実施結果 →http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=173293

そ　の　他

(例：施策の体系外の意見等)

13
○給食費未納により、子どもが不当な取扱を受けていると感じたり、払わ
ないのを当然と捉えたりするようになるのは問題である。

※上記による分類が困難な場合は、担当課の整理に基づく分類で差し支えありません。

    他の公表方法として該当するものに○を付してください。

→とりネットのパブコメページ・
　県庁ロビー掲示板で公表します。


